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｢自動車保管場所届出書｣の記入例
赤文字の箇所のみご記入ください。空欄は未記入のままで結構です。
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自動車の使用の本拠の位置

自動車の保管場所の位置

※保管場所標章番号
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書（新規・変更）
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長野県上田市古里持o~

長野県上田市古里持o-
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上記の事項について届出をします。
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法第５条、第13条第３項及び附則第７項の規定による届出にあっては

おいて準用する場合を含む.）の規－４る､i出i以i「●軍盾出」●と次Jllに
　自動車の区分の欄は、法第４条第１項の処分に係る自動車の届出にあっ
「軽」の文字を○で囲むこと。

　変更届出をする場合において、自動車の保管簒
動車の保管場所の位置を記入すること。
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自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車（届出者が保有者であり、又は保有者であった自動車であっ※i。印でＯＫです。う

り
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以下同じ｡）に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、届出に係る場所が旧自動車の保管場所とされてお２　　　　拿　　　　　り
に保管場所とされていたときは、保管場所標章番号機に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内y　枚目、３枚目、乖玖目弗　に保管場所とされていたときは、保管場所標章番号機に旧自動車に表示され、又は当該届出の日前15日以内y

　係る保管場所標章番号を記載して、所在図の添付を省略することができる。

５　届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
ご捺印下さい。

＆

６　この申請に伴って収集する個人情報は、適正な保管場所の確保に資するために利用します。
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